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別紙 

定例監査の結果に関する報告 

 

１ 監査の対象部署 

  教育委員会学校教育課 

  

２ 監査の範囲 

令和２年４月１日～ 令和３年１１月５日 

 

３ 監査の実施期間 

令和３年９月１７日～ 令和３年１１月５日 

 

４ 監査の方法 

監査においては、あらかじめ説明資料等の提出を求め、関係諸帳簿及び

書類等を照合、確認等するとともに、関係職員から聴取するなどの方法に

より実施した。 

監査の項目としては、以下のとおりである。 

 ⑴ 重点項目 

ア 財産の管理に関する事務について 

イ 補助金・交付金・負担金に関する事務について 

 ⑵ 一般項目 

  ア 公金の取扱事務について 

  イ 随意契約に関する事務について 

ウ 契約全般に関する事務について 

  エ 庶務その他事務について 

    

５ 監査の結果 

監査の結果は、次のとおりである。 

 

⑴   総括 

 監査の項目については、一部に検討を要する事項があったので必要な

措置を講じられたい。 



⑵ 指摘事項 

   検討事項 

   豊川市小中学校教員国内研修派遣事業補助金交付要綱について、補

助金額の特定が曖昧な規定となっている。補助金等交付要綱は、公金

の支出基準を定めるものであり、給付事務を公平かつ適正に行うため

には、要綱の内容をできる限り明確で具体的なものとすることが求め

られる。このことから、平成２６年１０月９日付、総務部行政課長通

知「補助金交付要綱の見直しに当たっての留意事項について」を参考

に、要綱の見直しを検討されたい。 

 


